
 

市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関する事務取扱要領    新旧対照表（令和７年６月１日）  

現      行  改   正    後  

（現場代理人の兼任を認める工事）  

第４条 受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、現場代理人に２件まで兼任させることができるものと

する。  

(1) 主任技術者の専任配置を求めていない工事（原則と

して設計金額４，０００万円未満（建築一式工事につ

いては８，０００万円未満））であること。 

(2) 既に契約締結している工事が、主任技術者の専任配

置を求めていない工事（原則として設計金額４，００

０万円未満（建築一式工事については８，０００万円

未満））であること。  

(3) （略）  

 

（営業所技術者の配置を認める工事）  

第９条 受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、１件に限り、営業所技術者を工事現場の主任技術者

へ配置できるものとする。  

(1) 市川市と当該営業所とが工事請負契約を締結して

いること。  

(2) 当該営業所が市川市内にあること。  

(3) 主任技術者の専任配置を求めていない工事（原則と

して設計金額４，０００万円未満（建築一式工事につ

いては８，０００万円未満））であること。 

(4)・(5) （略）  

２・３ （略）  

（現場代理人の兼任を認める工事）  

第４条  受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、現場代理人に２件まで兼任させることができるものと

する。  

(1) 主任技術者の専任配置を求めていない工事（原則と

して請負金額４，５００万円未満（建築一式工事につい

ては９，０００万円未満））であること。  

(2) 既に契約締結している工事が、主任技術者の専任配

置を求めていない工事（原則として請負金額４，５００

万円未満（建築一式工事については９，０００万円未

満））であること。  

 (3) （略）  

 

（営業所技術者の配置を認める工事）  

第９条  受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、１件に限り、営業所技術者を工事現場の主任技術者  

へ配置できるものとする。  

(1) 市川市と当該営業所とが工事請負契約を締結して 

いること。  

(2) 当該営業所が市川市内にあること。  

(3) 主任技術者の専任配置を求めていない工事（原則と

して請負金額４，５００万円未満（建築一式工事につ  

いては９，０００万円未満））であること。 

(4)・(5) （略）  

２・３ （略）  




